
機密性２ 

【学内限り】 

 2025年度第 22回教育研究評議会議事概要 

 

１ 日 時  2026年３月 11日（水） 14時 00分 ～ 15時 46分 

２ 場 所  豊橋技術科学大学特別会議室 

３ 開催方法 集合会議 

４ 出席者   若原学長，神保理事・副学長，井上理事・副学長，山口理事・事務局長，滝川特命

理事・副学長，足立副学長，栗山副学長，柴田副学長，中村機械工学系長，小林機

械工学系副系長，松田電気・電子情報工学系長，鈴木情報・知能工学系副系長，三

浦情報・知能工学系教授（代理出席），齋戸応用化学・生命工学系長，手老応用化

学・生命工学系副系長，加藤建築・都市システム学系副系長，齊藤建築・都市シス

テム学系副系長（代理出席），中森総合教育院長，武藤総合教育院副院長，吉田ダ

イバーシティ推進センター教授 

５ 欠席者  中内特命理事・副学長，市川電気・電子情報工学系副系長，南情報・知能工学系

長，井上建築・都市システム学系長，，澤田次世代半導体・センサ科学研究所所長 

６ 列席者  浅井監事 

陪席者  宗近事務局次長，柴田企画調整役，監査室長，総務課長，人事課長 他 

７ 議 題 

〔審議事項〕 

（１） 第４期中期目標期間の業務実績評価（４年目終了時評価）について 

（２） 学際共創課程・専攻の設置申請について 

（３） 令和９年度（令和８年度実施）アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の改正につい

て 

（４） 令和９年度（令和８年度実施）再編に伴う募集人員の表記変更等について 

（５） 2026年度管理運営組織見直し等に係る関係規則等の一部改正及び制定等について 

（６） 外部資金制度の見直し及び URAを対象としたインセンティブ制度案について 

（７） 研究倫理教育及びコンプライアンス教育に関する取扱いの見直しについて 

〔報告事項〕 

（１）大規模地震に対する事業継続計画（地震対策 BCP）の改訂について 

（２）令和８（2026）年度学内予算（案）について 

（３）令和８（2026）年度寄附金管理運営経費使用方針について 

（４）文部科学省「国立大学経営改革促進事業」の次期申請について 

（５）大学間交流協定及び学生交流実施細則の更新について 

（６）大学間交流協定の終結について 

（７）PLANT DATA株式会社の認定大学発ベンチャー再認定について 

（８）令和６年度会計検査院決算検査報告事項の周知徹底等について 

 

８ 議 事 

議事に先立ち，2025年度第 21回議事要録（案）について原案のとおり確認された。 



 

〔審議事項〕 

（１） 第４期中期目標期間の業務実績評価（４年目終了時評価）について 

井上委員長及び経営企画課長から，資料「審議１」に基づき，第４期中期目標期間におけ 

  る４年目終了時評価に係る評価関係資料のうち，研究業績説明書について説明があり，審議の 

結果，軽微な修正があった場合には学長一任とすることとし，原案のとおり承認された。 

なお，本件については３月 19日開催の経営協議会に附議した上で，４月下旬の提出期限ま 

でに(独)大学改革支援・学位授与機構へ提出することが併せて確認された。 

 

（２）学際共創課程・専攻の設置申請について 

若原学長，井上理事・副学長及び経営企画課長から，資料「審議２」に基づき，2027（令和

９）年度からの学際共創課程・専攻への改組に向けた設置申請を行うことについて説明があ

り，審議の結果，原案のとおり承認された。 

 

（３）令和９年度（令和８年度実施）アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の改正につい

   て 

栗山副学長から，資料「審議３」に基づき，令和９年度（令和８年度実施）アドミッショ

ン・ポリシー（入学者受入方針）の改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認

された。 

なお，文言等の軽微な修正に係る取扱いについては，学長一任とすることが確認された。 

 

（４）令和９年度（令和８年度実施）再編に伴う募集人員の表記変更等について 

栗山副学長から，資料「審議４」に基づき，再編に伴う令和８年度実施からの学部１年次入

学者選抜募集人員の表記変更及び再編に伴う入学者選抜の変更等の大学ホームページ予告掲載

について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。 

 

（５）2026年度管理運営組織見直し等に係る関係規則等の一部改正及び制定等について 

   若原学長から，資料「審議５」に基づき，2026年度管理運営組織見直し等に係る関係規則等

の一部改正及び制定等について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。 

なお，文言等の軽微な修正に係る取扱いについては，学長一任とすることが確認された。 

 

（６） 外部資金制度の見直し及び URAを対象としたインセンティブ制度案について 

滝川特命理事・副学長から，資料「審議６」に基づき，研究力及び財源の強化のため，共 

同研究，受託研究等における知的貢献費に係る特別貢献手当の取扱いの改定，研究料に係る

制度、金額改定，URAを対象としたインセンティブ制度の導入，共同研究等における産学連携

経費（間接経費）率の改定制度の見直し及び URAを対象としたインセンティブ制度案導入につ

いて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。 

 



（７） 研究倫理教育及びコンプライアンス教育に関する取扱いの見直しについて 

滝川特命理事・副学長から，資料「審議７」に基づき，令和８年度に実施する研究倫理 

  教育及びコンプライアンス教育より，毎年度の受講に見直すことについて説明があり，審議の 

  結果，原案のとおり承認された。 

なお，文言等の軽微な修正に係る取扱いについては，学長一任とすることが確認された。 

 

〔報告事項〕 

（１） 大規模地震に対する事業継続計画（地震対策 BCP）の改訂について 

山口理事・事務局長から，資料「報告１」に基づき，現行 BCP（平成 29年 3月改訂）を 

  現状に即したものに見直すとともに，全体的に内容を見直した「大規模地震に対する事業継 

  続計画（地震対策 BCP）」の改訂について報告があった。 

 

（２） 令和８（2026）年度学内予算（案）について 

山口理事・事務局長から，資料「報告２」に基づき，令和８（2026）年度予算編成方針に 

  基づき作成した当初予算（案）について報告があった。 

 

（３） 令和８（2026）年度寄附金管理運営経費使用方針について 

山口理事・事務局長から，資料「報告３」に基づき，令和８（2026）年度の寄附金管理運 

  営経費の使用計画について報告があった。 

 

（４）文部科学省「国立大学経営改革促進事業」の次期申請について 

   山口理事・事務局長から，資料「報告４」に基づき，令和８年度に公募予定の文部科学省 

  国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）への申請と内容について報告が 

  あった。 

 

（５）大学間交流協定及び学生交流実施細則の更新について 

   総務課長から，資料「報告５」に基づき，大学間交流協定及び学生交流実施細則の更新に 

  ついて報告があった。 

 

（６）大学間交流協定の終結について 

   総務課長から，資料「報告６」に基づき，大学間交流協定の終結について報告があった。 

 

（７）PLANT DATA株式会社の認定大学発ベンチャー再認定について 

   若原学長から，資料「報告７」に基づき，PLANT DATA株式会社の認定大学発ベンチャー再 

  認定について，資料の確認をもって報告とする旨，説明があり確認された。 

 

（８） 令和６年度会計検査院決算検査報告事項の周知徹底等について 

山内監査室長から，資料「報告８」に基づき，令和６年度の会計検査院の決算検査報告 



   事項について学内教職員に周知徹底を実施する旨，報告があった。 

 

 

以上 


